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ガイドラインの構成（案）

１．ガイドラインの目的と位置づけ

１.１ ガイドラインの目的

１.２ ガイドラインの位置づけ

２．水道分野のスマートメーター導入の現状と課題

２.１ スマートメーターの概要

２.２ スマートメーター導入の現状と推進に向けた課題

３．水道分野のスマートメーターのデータ利活用

3.1 データ利活用とは

3.2 データ利活用に向けた基本的な考え方

3.3 データ利活用の具体的な手法と留意点

3.4 スマートメーターの機器の標準仕様

3.5 スマートメーターによる得られるデータのプロファイルの標準仕様

４．水道分野のスマートメーターに関する導入状況調査結果

５．水道分野のスマートメーターの導入事例集

5.1 上下水道DX推進事業によるモデル事業

5.2 先行導入している水道事業者による利活用事例

5.3 先行導入している水道事業者の取組事例

６．水道分野のスマートメーターの購入特記仕様書 1



ガイドラインを策定する上での論点（案）

論点内容ガイドラインの構成

【論点１】
個人情報の懸念点

・データ利活用の手法を類型化
・データの個人情報の取り扱い 等

3.3データ利活用の具体
的な手法と留意点

３．水道分野
のスマート
メーターの
データ利活用

【WG（第２回）】
委員報告事項

New-Smartプロジェクト※１にて標準仕様を検討
中であり、成果をガイドラインに反映

3.4スマートメーターの機
器の標準仕様

【WG（第２回）】
委員報告事項

水道情報活用システム※２の標準仕様書の改定
において、スマートメーター情報の追加。改定内
容をガイドラインに反映

3.5スマートメーターによ

る得られるデータのプロ
ファイルの標準仕様

【論点２】
データ分析の視点

・全国の水道事業者からのアンケート調査を取り
まとめ

４．水道分野のスマートメーターに関する
導入状況調査

【論点３】
事例活用への工夫

【WG（第２回）】
委員報告事項

・水道事業者のスマートメーターの導入状況
・データ利活用の実施状況

・見守りサービス（東京都）
・フレイル検知（湖西市）
・災害時のスマートメーター情報の活用

（三都市会議※３）

５．水道分野のスマートメーターの導入事
例集

－
（事務局で整理）

実際に事業者が使用した特記仕様書を調査し、
水道事業者に活用しやすいようにいくつかの事例
をガイドラインで紹介

６．水道分野のスマートメーターの購入特
記仕様

※１(公社)水道技術研究センター（JWRC）の実施する会議体
※２(公社)水道技術研究センター、（株）JECC、（一社 水道情報活用システム標準仕様研究会が実施する会議体
※３東京都、横浜市、大阪市で構成されるスマートメーターに関する情報連絡会 2



【論点１】水道の使用情報に紐づく個人情報について
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①個人情報について（個人情報保護法）

個人情報（法第2条第1項関係）
1. この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号の

いずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式をいう。次項第2号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載
され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項
（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるも
の（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。）

② 個人識別符号が含まれるもの

●個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け)P31
「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その
他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、そ
れにより特定の個人を識別することができるものを含む。）」（法第2条第1項第1号）、又は「個人識別符
号が含まれるもの」（同項第2号）をいう。

「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、
ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評
価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって
秘匿化されているかどうかを問わない。
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①個人情報について（個人情報保護法ガイドライン）

【個人情報に該当する一般的な事例】
●個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け)P32

事例1）本人の氏名
事例2）生年月日、連絡先（住所・居所・電話番号・メールアドレス）、会社における職

位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
事例3）防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
事例4）本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声録音

情報
事例5）特定の個人を識別できるメールアドレス（kojin_ichiro@example.com 等のよう

にメールアドレスだけの情報の場合であっても、example社に所属するコジンイ
チロウのメールアドレスであることが分かるような場合等）

事例6）個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報（取得時に
生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情
報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、
その時点で個人情報に該当する。）

事例7）官報、電話帳、職員録、法定開示書類（有価証券報告書等）、新聞、ホーム
ページ、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）等で公にされている特定の個
人を識別できる情報 5



②個人情報の利用目的（個人情報保護法）

6

（個人情報の保有の制限等）
第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六

十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節
において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、そ
の利用目的をできる限り特定しなければならない。

２ 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
個人情報を保有してはならない。

３ 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有
すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

●個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）P11 抜粋
行政機関等とは次の機関及び法人

①行政機関
②独立行政法人
③地方公共団体の機関
④地方独立行政法人
※公営企業管理者、警察本部長及び消防長については、執行機関の一定 の指揮監
督を受け、又は管理に服するものであるが、事務の執行権や 下位組織の指揮監督権
を有する性格から、「地方公共団体の機関」に該当する。



②個人情報の利用目的（個人情報保護法ガイドライン）
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●個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）P20

行政機関等は、法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有す
ることができる（法第 61 条第 1 項）。

事務又は業務については、行政機関等が事実上行っているというだけではなく、法令上の根拠が必要であり、行政
機関等の設置の根拠となる法令において「所掌事務」等を定める条文に列挙されている事務又は業務のほか、「権
限」を定める条文上で規定されている事務又は業務や、作用法上規定されている事務又は業務が含まれる。地方公
共団体においては、地方自治法第 2 条第 2 項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。

なお、所掌事務又は業務の根拠となる法第 61 条第 1 項の「法令」には、条例が含まれるほか、規則等の地方公共
団体が法令に基づき定める法規が含まれる。また、同項の規定により、行政機関等は、個人情報の利用目的につい
て、当該個人情報がどのような事務又は業務の用に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個
別的に特定しなければならない。この際、行政機関等の恣意的な判断により利用目的の特定の程度を弱めることは
許容されず、具体的な利用行為が当該利用目的の範囲内であるか否か、合理的かつ明確に判断することができるも
のでなければならない。

さらに、同条第 2 項の規定により、行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を
保有してはならない。そのため、個人情報が保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必
要最小限のものでなければならない。

行政機関等は、個人情報を適正に取得し、その利用目的の範囲内で取り扱わなければならない。他方で、新たな行
政サービスの展開に対応する必要性等から、利用目的を変更せざるを得ない場合が生じることは一般に想定し得る
ところである。法第 1 条にもあるとおり、法は、個人の権利利益を保護することを目的としつつも、行政機関等の事務
及び事業の適正かつ円滑な運営を図ることにも留意して、行政機関等が個人情報を取得及び利用の際の遵守事項
について規定している。

行政機関等が個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と 相当の関連性を有すると合理的に
認められる範囲を超えてはならない（法第 61 条第 3 項）。 当初の利用目的に照らして、変更後の利用目的を想定す
ることが困難である ような場合には、「変更前の利用目的と相当の関連性を有する」とは認められな い。 また、「合理
的に認められる」とは、社会通念上妥当であると客観的に認識されるとの趣旨であり、行政機関等の恣意的な判断に
よる変更を認めるものでは ない。



③学術研究機関等へのデータ提供（個人情報保護法等）
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（利用及び提供の制限）
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること
ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供
することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら
れるときは、この限りでない。
一 ～ 三 （略）

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人
情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、そ
の他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

３ ～ ４ （略）

●個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け)P105

行政機関の長等は、次の（1）から（4）までのいずれかに該当すると認めるときは、利用目

的以外の目的のために保有個人情報を利用し、及び提供することができる。ただし、これら
に該当する場合であっても、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると
認められるときは、利用し、及び提供することができない。



（利用及び提供の制限）
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のため
に保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供すること
ができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供
することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら
れるときは、この限りでない。

一 ～三 （略）
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人

情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、そ
の他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

３～４ （略）

●個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）P３１

・「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」
本人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合や、本人に対する金銭の

給付、栄典の授与等のために必要がある場合などが含まれ、例えば、緊急に輸血が必要
な場合に本人の血液型を民間病院の医師に知らせる場合、災害や事故に遭ったときにそ
の旨を家族に知らせる場合等が考えられる。

④災害等の場合におけるデータ提供（個人情報保護法等）
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【論点１】水道の使用情報に紐づく個人情報について

① 水道の使用情報において、どのような情報が個人

情報に該当する可能性があるか。

② 水道の使用情報における利用目的の懸念点につ

いて。

③ 学術研究機関等へのデータ提供における懸念点に

ついて。

④ 災害時のデータ提供における懸念点について。
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【論点２】水道分野のスマートメーターに関する導
入状況調査のデータ分析の視点
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水道分野のスマートメーターに関する導入状況調査

詳細調査内容

R７．７月からR７．９月（調査完了）時期

①スマートメーターの導入状況アンケートへの回答

内容 ②スマートメーターの導入状況のパワーポイント記載

③購入時の特記仕様書の提供

R５末時点でスマートメーターを導入している１３２水道事業者対象

①：106件、②：95件、③：49件回答状況

【水道事業者への調査について】
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○ 規制改革推進会議の答申を踏まえ、水道分野のスマートメーターを導入している水道事業
者に対し、導入状況調査を実施

○ 実施した調査の時期、内容、対象、回答状況、調査項目は下に示すとおり

【スマートメーターの導入状況アンケートの調査項目】
〇基礎情報 ：給水人口、スマートメーターの導入戸数、使用しているスマートメーターの機種
〇データ利活用 ：データ利活用の実施、データの外部提供、個人情報の匿名加工の有無
〇通信について ：ネットワーク接続方式、データの仕様、取得頻度、通信方式



実態調査の結果の取りまとめ（例）

主な方式
主な機種以外１

（あれば）
主な機種以外２

（あれば）
①スター型（1:N）（携帯） 85 2 0
②ツリー型 3 1 0
③メッシュ型（マルチポップ） 0 0 0
④共同検針 11 0 0
⑤ドライブバイ 1 0 0
未回答 6 103 106
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【ネットワーク接続方法】
口径13㎜ 口径20mm 口径25㎜ 口径30㎜ 口径40㎜ 口径50㎜

30,001以上 6 6 7 11 19 42
25,001～30,000 7 5 7 8 6 0
20,001～25,000 9 12 13 0 1 1
15,001～20,000 14 15 7 5 6 0
10,001～15,000 7 2 3 1 1 1
5,001～10,000 12 12 9 1 5 5
平均金額 24,053 23,645 25,754 38,354 37,747 95,716
最低金額 6,380 6,700 7,600 9,000 7,600 7,600
最高金額 150,000 137,200 138,600 161,600 174,500 1,167,000

【スマートメータの価格】

○ 水道分野のスマートメーターについて、導入時の概算金額、通信の方式、水道の使用情
報の利活用、データの仕様など、水道事業者からの回答を取りまとめ

〇回答結果の取りまとめ（例）



議論いただきたい事項

【論点２】実態調査のデータ分析の視点

水道事業者や第三者にとって参考となる調査結
果とするため、必要な分析とは何か。

14



【論点３】水道分野のスマートメーターの導入事例
集について
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スマートメーターの導入状況のパワーポイントの報告シート
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○ 事業概要や水道分野のスマートメーター導入状況、データ利活用について、水道事業者
が所定の様式にて回答

○ 導入規模が大きい、スマートメーターにより得た水量情報の利活用、導入によるメリデメに
関する記載事項を確認し事務局にて整理（回答95件→60件へ整理）



議論いただきたい事項

【論点３】活用事例のとりまとめについて

ガイドラインへ掲載された事例が活用されるため、
必要な工夫について。
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【論点１】水道の使用情報に紐づく個人情報について

① 水道の使用情報において、どのような情報が個人情報に

該当する可能性があるか。

② 水道の使用情報における利用目的の懸念点について。

③ 学術研究機関等へのデータ提供における懸念点について。

④ 災害時のデータ提供における懸念点について。

【論点２】実態調査のデータ分析の視点

水道事業者や第三者にとって参考となる調査結果とするため、必
要な分析とは何か。

【論点３】水道分野のスマートメーターの導入事例集について

ガイドラインへ掲載された事例が活用されるため、必要な工夫に
ついて。 18

議論いただきたい事項


